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保険福祉 税

市税の夜間・休日
納付相談

　
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る

７０
歳
以
上
７５
歳
未
満
の
人
に
、
国
民

健
康
保
険
高
齢
受
給
者
証（
桃
色
）を

７
月
末
日
ま
で
に
送
付
し
ま
す
。
医

療
機
関
な
ど
で
受
診
す
る
と
き
は
、

国
民
健
康
保
険
の
保
険
証
と
併
せ

て
、
高
齢
受
給
者
証
を
必
ず
窓
口
で

提
示
し
て
く
だ
さ
い
。
一
部
負
担
割

合
は
、
上
表
の
と
お
り
で
す
。

　
ま
た
、
８
月
１
日（
月
）以
降
に
７０

歳
に
な
る
人
は
、
誕
生
月
の
翌
月
１

日（
１
日
が
誕
生
日
の
人
は
そ
の
日
）

か
ら
一
部
負
担
割
合（
上
表
）が
適
用

と
な
る
た
め
、
誕
生
月（
１
日
が
誕

生
日
の
人
は
前
月
）の
２０
日
前
後
に

高
齢
受
給
者
証
を
送
付
し
ま
す
。

問
保
険
課・給
付
係

℡
０
６
・
６
９
９
２
・
１
５
４
５

　
基
準
日
時
点
に
守
口
市
の
住
民
基

本
台
帳
に
記
録
が
あ
り
、
発
送
日
時

点
で
支
給
対
象
と
見
込
ま
れ
る
人
に

は
申
請
書
を
送
付
し
て
い
ま
す
。

　
な
お
、
基
準
日
以
降
に
転
入
し
た

人
は
、
基
準
日
に
住
民
票
の
あ
る
市

区
町
村
へ
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

給
付
対
象

　
平
成
２７
年
度
臨
時
福
祉
給
付
金
の

支
給
を
受
け
た
人
、
お
よ
び
支
給
対

象
者
の
う
ち
平
成
２９
年
３
月
３１
日
ま

で
に
６５
歳
以
上
に
な
る
人（
昭
和
２７

年
４
月
１
日
以
前
生
ま
れ
の
人
）

給
付
額　
１
人
３
万
円（
１
回
限
り

の
支
給
）

支
給
予
定
日　

�

申
請
受
付
後
、
約

２
ヵ
月

基
準
日　
　
平
成
２７
年
１
月
１
日

申
請
方
法　

�

郵
送
ま
た
は
申
請
会
場

で
直
接

申
請
期
間　
８
月
１０
日（
水
）ま
で

申
請
先　
　
健
康
福
祉
部・総
務
課

�

臨
時
福
祉
給
付
金
担
当

申
請
会
場　
守
口
Ｃ
Ｉ
Ｄ
ビ
ル
７
階

（
本
町
２－
５－
１８
、
旧
守
口
Ｍ
Ｉ
Ｄ

ビ
ル
）市
役
所
よ
り
東
へ
約
１００
ｍ

�

（
地
図
参
照
）

受
付
日
時　
平
日
午
前
９
時
～

�

午
後
５
時
３０
分

問�

健
康
福
祉
部・総
務
課・臨
時
福
祉

給
付
金
担
当
専
用
ダ
イ
ヤ
ル

℡
０
５
７
０
・
０
２
２
・
０
０
８

注�「
高
齢
者
向
け
給
付
金
」の
詐
欺
な

ど
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

申
請
時
に
所
得
証
明
書
を

　
平
成
２８
年
１
月
２
日
以
降
に
転
入

し
た
人
で
、
老
人
医
療
費
助
成
制
度

の
受
給
資
格
該
当
者
は
、
前
住
所
地

の
市
町
村
発
行
の
所
得
証
明
書（
平

成
２７
年
中
の
所
得
）を
つ
け
て
申
請

し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
左
表
の
該
当
者
で
、
新
し

く
助
成
を
受
け
よ
う
と
す
る
人
は
、

高
齢
介
護
課
へ
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

問
高
齢
介
護
課

℡
０
６
・
６
９
９
２
・
１
６
１
０

助
成
範
囲

　
こ
の
制
度
は
、健
康
保
険
証・高
齢

受
給
者
証（
７０
歳
以
上
７５
歳
未
満
の

人
）、ま
た
は
後
期
高
齢
者
医
療
被
保

険
者
証（
７５
歳
以
上
の
人
）と
と
も

に
、老
人
医
療（
一
部
負
担
金
相
当
額

等
一
部
助
成
）医
療
証
を
合
わ
せ
て

医
療
機
関
の
窓
口
へ
提
出
す
る
こ
と

で
、対
象
者
に
代
わ
り
市
が
一
部
負

担
金
の
一
部
を
支
払
う
も
の
で
す
。

必
ず
新
証
を
提
示

　
現
在
入
院
、
ま
た
は
治
療
中
の
場

合
や
、
新
た
に
医
療
機
関
で
治
療
を

受
け
る
と
き
は
、
必
ず
新
証
を
窓
口

へ
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

　
現
在
、
老
人
医
療
費
助
成
制
度
の

対
象
者（
下
表
）に
交
付
し
て
い
る

「
老
人
医
療（
一
部
負
担
金
相
当
額
等

一
部
助
成
）医
療
証
」は
、
７
月
３１
日

（
日
）が
有
効
期
限
で
す
。

　

引
き
続
き
助
成
対
象
と
な
る
人

に
、
新
医
療
証（
黄
色
）を
郵
送
し
ま

す
。
７
月
末
ま
で
に
新
証
が
届
か
な

か
っ
た
り
記
載
内
容
に
誤
り
が
あ
る

場
合
は
、
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
有
効
期
限
の
過
ぎ
た
医
療

証
は
、
市
に
返
す
か
破
棄
し
て
く
だ

さ
い
。

で
不
要
で
す
。

Ｑ
３
．
会
社
で
健
康
保
険
を
取
得
し

て
い
る
。
平
成
２８
年
度
保
険
料
の
納

入
通
知
書
が
送
ら
れ
て
き
た
が
、
ど

う
す
れ
ば
い
い
の
か
。

Ａ
．
国
民
健
康
保
険
の
喪
失
の
手
続

き
が
で
き
て
い
な
い
可
能
性
が
あ
る

た
め
、
必
ず
資
格
喪
失
の
手
続
き
を

し
て
く
だ
さ
い
。
手
続
き
を
し
た
翌

月
中
旬
に
、
会
社
の
健
康
保
険
に
加

入
す
る
ま
で
の
保
険
料
の
納
入
通
知

書
を
送
付
し
ま
す
。

持�

会
社
の
健
康
保
険
の
保
険
証
、
国

民
健
康
保
険
の
保
険
証
、印
か
ん
、

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
ま
た
は
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
通
知
カ
ー
ド
、
写
真

入
り
の
本
人
確
認
書
類
な
ど

注�

５
月
末
ま
で
に
国
民
健
康
保
険
の

資
格
喪
失
の
手
続
き
を
し
た
人
に

は
、
社
会
保
険
を
取
得
す
る
ま
で

の
保
険
料
を
通
知
し
て
い
ま
す
の

で
、
支
払
い
を
お
願
い
し
ま
す
。

Ｑ
４
．
保
険
料
を
納
期
限
ま
で
に
支

払
わ
な
い
と
、
ど
う
な
る
の
か
。

Ａ
．
督
促
状
や
催
告
書
を
送
付
し
ま

す
。
さ
ら
に
滞
納
を
続
け
る
と
、
有

効
期
限
の
短
い
保
険
証
に
な
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
、
特
別
な
事
情
が
な
く
滞
納

を
続
け
て
い
る
と
、
預
貯
金
や
財
産

の
差
し
押
さ
え
に
至
る
場
合
が
あ
り

ま
す
の
で
、
早
め
に
保
険
収
納
課
に

相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

Ｑ
５
．
保
険
料
の
支
払
い
が
困
難
な

場
合
は
、
ど
う
し
た
ら
い
い
の
か
。

Ａ
．
特
別
な
事
情
が
あ
る
場
合
、
支

払
い
方
法
の
相
談
が
で
き
ま
す
の

で
、
保
険
収
納
課
へ
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。ま
た
、一
定
事
由
に
限
り
、

保
険
料
の
減
額
申
請
が
で
き
る
場
合

が
あ
り
ま
す
の
で
、
保
険
課
へ
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▽
保
険
料
に
つ
い
て

問
保
険
課・保
険
料
係

℡
０
６
・
６
９
９
２
・
１
６
２
５

▽
納
付
相
談
に
つ
い
て

問
保
険
収
納
課

℡�

０
６
・
６
９
９
２
・
１
５
３
７
、

１
５
３
８

Ｑ
１
．
平
成
２８
年
度
国
民
健
康
保
険

料
の
金
額
や
計
算
方
法
の
説
明
が
聞

き
た
い
。

Ａ
．
保
険
料
に
関
し
て
は
、
保
険
課

に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。
計
算
方
法

は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
同
封
の
計

算
例
な
ど
で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

Ｑ
２
．
送
付
さ
れ
た
保
険
料
納
入
通

知
書
の
支
払
い
が
６
月
か
ら
に
な
っ

て
い
る
。
４・
５
月
分
は
払
わ
な
く

て
い
い
の
か
。

Ａ
．
保
険
料
は
、
４
月
～
翌
年
３
月

（
１２
ヵ
月
分
）を
、
６
月
～
翌
年
３
月

ま
で（
１０
回
割
）で
支
払
い
ま
す
。４・

５
月
は
通
常
支
払
い
が
な
い
月
な
の

国
民
健
康
保
険
料
に

�

関
す
る
Ｑ
＆
Ａ

国
民
健
康
保
険

�
高
齢
受
給
者
証
新
証（
桃
色
）

�
を
７
月
末
日
ま
で
に
送
付

「
高
齢
者
向
け
給
付
金

（
年
金
生
活
者
等
支
援
臨
時

�

福
祉
給
付
金
）」

�

支
給
申
請
受
付
中

所得区分
（平成28年度市民税課税所得額） 付帯条件 一部負担割合

市民税課税所得額が145万円未満の人 昭和19年4月1日以前生まれ 1割
昭和19年4月2日以降生まれ 2割

市民税課税所得額が145万円以上の人で以下に該
当し、申請した人
　○単身：収入額383万円未満（要申請）
　○複数：合計収入額520万円未満（要申請）

昭和19年4月1日以前生まれ 1割

昭和19年4月2日以降生まれ 2割

上記以外 3割

還
付
金
詐
欺
に
注
意

　

保
険
課
職
員
を
名
乗
る
者
か
ら

「
還
付
金
が
発
生
し
て
い
る
」と
コ
ン

ビ
ニ
な
ど
の
Ａ
Ｔ
Ｍ
に
誘
導
し
、
預

金
を
引
き
出
そ
う
と
す
る
電
話
が
頻

発
し
て
い
ま
す
。

　
市
で
は
、
還
付
金
な
ど
の
手
続
き

で
、
市
民
の
皆
さ
ん
に
直
接
電
話
を

か
け
た
り
Ａ
Ｔ
Ｍ
の
操
作
を
お
願
い

す
る
こ
と
は
絶
対
に
あ
り
ま
せ
ん
。

　
こ
の
よ
う
な
不
審
な
電
話
が
あ
っ

た
場
合
は
、
絶
対
に
手
続
き
に
応
じ

な
い
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

問
保
険
課・給
付
係

℡
０
６
・
６
９
９
２
・
１
５
４
５

ご協力ありがとうございます
～平成28年熊本地震義援金、

東日本大震災義援金～
　市でお預かりした義援金は、日本赤十字社大阪
府支部を通じて被災地へ全額寄付しています。
　５月２日～ 31日にご協力いただいた方は次の
とおりです。
▽平成 28年熊本地震義援金
　�市日本拳法連盟、西橋波・西郷町会、市地車連
絡協議会、南十番連合町会、市立第一中学校・
八雲中学校生徒会、市原爆被害者の会、夢香、
島津健、ボランティアグループこまどり、市立
梶小学校、御幸地区防災ネットワーク、（一財）
日本老人福祉財団大阪〈ゆうゆうの里〉、旧守口北
高校北桜会一同、市商業連盟、佐太二番連合会、
喜久の里連合会、大宮二町会
� （順不同・敬称略）
　５月 31日までに寄せられた義援金総額は、次
のとおりです。ありがとうございました。
▽平成 28年熊本地震義援金…2,114,645円
▽東日本大震災義援金…31,212,417円
　なお、いずれの義援金も平成29年３月31日（金）
まで受け付けています。
問健康福祉部・総務課
℡06－6992－1570

老人医療（一部負担金相当額等一部助成）
　65歳以上で、次のいずれかに該当する人（所得制限あり）

▽1・2級の身体障害者手帳所持者
▽重度の知的障害者
▽中度の知的障害者で身体障害者手帳所持者
▽ひとり親家庭医療対象者
▽�特定疾患対象者、感染症予防法(結核)・障害者総合支援法施行令(精神通院)
に基づく医療を受けている人

出口

出口 出口

※1時間まで無料です。

店舗

老
人
医
療（
一
部
負
担
金

相
当
額
等
一
部
助
成
）

�

医
療
証

　平日、仕事などで忙しい人や、病気・失業などで市
税を納付できない人は利用してください。

夜間　7月28日（木）19：30 まで
休日　7月24日（日）10：00～15：00
場納税課（市役所１号別館２階）
℡06－6992－1852～1854
注�来庁時は、夜間休日出入口（正面玄関側）を利用して
ください。
　�車で来庁した人を対象に、相談時間帯のみ臨時駐車
場を夜間休日出入口（正面玄関側）の前に設置してい
ますが、駐車台数に限りがありますので、ご協力を
お願いします。

変更

もりトピ


